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１．計画策定の趣旨 

国民皆保険制度を堅持し、持続可能な医療保険制度を構築していくためには、県民・患者の視

点に立って、県民の健康の保持・増進や良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確立に努

め、その結果による医療費適正化を実現していく必要があります。 

栃木県医療費適正化計画（４期計画）は、県内地域における課題等を踏まえ、県・市町・保険

者・医療機関・県民等の関係者が、それぞれに必要な取組を認識し、一体となって医療費適正化

を目指していくために定めるものです。 

２．計画の基本的事項 

目   的 

県民の健康の保持・増進を推進するとともに、良質かつ適切な医療を効率的に

提供する体制を確保することにより、医療費適正化を総合的かつ計画的に推

進し、健全で持続可能な医療保険制度を構築する 

性   格 
高齢者の医療の確保に関する法律第９条の規定に基づき、厚生労働大臣の定

める「医療費適正化に関する施策についての基本的な方針」に即する計画 

計画の期間 令和６(2024)年度から令和 11(2029)年度までの６年間 

対 策 の 柱 
◇県民の健康の保持・増進に関し、取り組むべき施策 

◇医療の効率的な提供の推進に関し、取り組むべき施策 

３．計画の基本理念   

  

 

４．４期計画のポイント 

県民の健康の保持・増進 医療の効率的な提供の推進 

○歯と口腔の健康づくりの推進 

○高齢者の心身機能の低下等に起因した 

疾病予防・介護予防の推進 

○バイオ後続品※1の普及促進 

○医療資源の効果的・効率的な活用 

○医療・介護の連携を通じた効果的・効率的な  

サービスの提供の推進 

［既存目標に係る効果的な取組］ 

  デジタル等を活用した効果的な取組を推進します。 

［医療費見込みの設定］ 

  医療費見込みを医療保険制度区分別・年度別に設定するなど、実績医療費や目標の達成状況

について評価を行い、医療費適正化の意義・方向性を保険者及び県民と共有します。 

［推進体制の構築］ 

  県は、市町、保険者、医療関係者等と連携し、地域の実情を踏まえた実効的な取組を推進する

ための体制を構築します。 

 
※1 国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品（先行バイオ医薬品）と同等若しくは同質の品

質、安全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品。 

計画の基本的な考え方 第１章 

➢ 県民の生活の質の維持及び向上を図ります 

➢ 限りある地域の社会資源を効果的かつ効率的に活用します 
➢ 目標及び施策の達成状況の評価を適切に行います 

［新たな目標の設定］ 
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１．今後の人口構成の変化と保険者への期待 

（１）人口の推移と将来推計 

・本県の総人口について、令和２(2020)年は 193 万 3,146 人であり、令和 27(2045)年には 158

万１千人になると推計され、高齢化率は全国を上回る 38.6％になると予想されています。 

＜本県の人口構成の変化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：令和２年までは「栃木県の人口」、令和７(2025)年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」】 

（２）高齢者を取り巻く状況 

・加齢に伴い、身体機能の低下や基礎疾患の悪化が起こりやすく、本県では、死亡や要介護の

原因として「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」「成人肺炎」「大腿骨骨折」の割合が高く、

これらの疾病の入院医療需要（高度急性期、急性期、回復期の計）は、今後増加すると予想さ

れています。 

＜本県の主な疾病の入院医療需要の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：栃木県地域医療構想（平成 28 年 3 月）】 

（３）保険者機能の強化 

・保険者機能強化に向けたインセンティブ強化が図られる中、県は国民健康保険の財政運営の

責任主体として、地域の予防（介護予防）、健康、医療等の施策推進について、積極的な関

わりが求められています。 

・保険者協議会においては、ＫＤＢ（国保データベース）などの「ビックデータ」を活用し、

地域の医療費等の分析を行い、保険者の連携による効果的な施策の展開が求められています。 

医療費を取り巻く現状と課題 第２章 
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２．県民の健康や受療の状況 

（１）県民の健康の保持・増進 

① 生活習慣病患者の増加 

・生活習慣病の原因となる肥満、食生活、運動習慣、喫煙などが、働く世代において大きな

課題となっていますが、長年の生活習慣の積み重ねにより疾病が引き起こされることを考

えると、予防のための取組は、子どもを含む全ての年代において必要です。 

・また、生活習慣病を発症した場合、その重症化や合併症の予防は療養生活の質を保つため

にも重要であり、自覚症状がなくても適切な受診や生活習慣改善の取組が継続できるよう

普及啓発や環境整備が必要です。 

 ② 特定健康診査・特定保健指導の実施 

・生活習慣病予防のためには、特定健康診査・特定保健指導を活用し、生活習慣の問題を  

明らかにすることで、その改善を支援していくことが重要であり、実施率の向上を図る取

組が必要です。 

＜年度別特定健康診査実施率（全国・栃木県）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜年度別特定保健指導実施率（全国・栃木県）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」】 

③ 高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防 

・地域において保健事業及び介護予防に関わる医療・介護の専門職が、高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施についての理解を深め、関係機関と連携を図り、高齢者の疾病予防

や介護予防に対して、より効果的・効率的に関わっていくことが求められています。 

・高齢化に伴い、運動器疾患や呼吸器疾患による要介護者が増加していることから、運動器

症候群（ロコモティブシンドローム）の予防や歯と口腔機能の維持向上（オーラルフレイ

ル予防）など、市町等において予防（介護予防）の取組を推進することが必要です。 
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（２）医療の効率的な提供 

① 医療機能の分化・連携 

・将来の医療需要の変化に対応した体制を効率的・効果的に構築するためには、栃木県地域 

医療構想を踏まえ、現在の医療資源を最大限に活用し、病床機能の分化及び連携等の取組を

促進していく必要があります。 

＜本県の入院医療と在宅医療等の需要の将来推計（医療機関所在地）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：栃木県地域医療構想（平成28年3月）】 

② 重複・頻回受診や重複・多剤服薬への対応 

・高齢者では、治療の長期化や複数疾病の罹患などの特性による複数の医療機関への受診や 

頻回受診の傾向がみられ、多剤服薬者の割合も高くなっています。 

・重複服薬や服用薬剤の種類が多くなることにより、薬による健康被害の発生頻度が高くなる

恐れがあり、患者にとって安全かつ効果的な服薬に資するよう処方医と連携した、かかりつ

け薬剤師、薬局等による医薬品の適正使用の取組を推進する必要があります。 

＜処方薬剤種類数９剤以上の者の年齢層別内訳（令和３年度）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：厚生労働省「医療費適正化計画関係データセット」により栃木県作成】 

③ 医療資源の効果的・効率的な活用 

・効果が乏しい等の指摘がある医療や医療資源の投入量に地域差がある医療については、  

個別の診療行為として医師の判断により必要な場合があることを十分に踏まえ、医療関係

者と連携して取り組む必要があります。 

④ 複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供等 

・医療と介護の複合的なニーズを有する高齢者の増加が今後見込まれる中、限られた医療・ 

介護資源を効果的・効率的に組み合わせたサービスを提供することが求められます。 
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医療費見込(適正化前)

医療費見込(適正化後)

医療費

（億円）

（年度）

１期計画
H20(2008)～H24(2012)

医療費見込
の推計に係る
医療費適正化

の取組

入院医療費

院外・
歯科医療費

２期計画
H25(2013)～H29(2017)

３期計画
H30(2018)～R5(2023)

病床機能の分化・連携の推進

後発医薬品の普及
糖尿病の重症化予防
重複・多剤投薬の是正

平均在院日数の短縮
特定健診・特定保健指導の実施率向上

３．医療費の動向 

（１）本県の状況 

・本県の医療費は、平成 26(2014)年度には 5,807 億円でしたが、令和３(2021)年度には 6,421

億円となり、７年間で 614 億円、10.6％増加しています。 

・超高齢社会に対応するため、良質かつ適切な医療を効率的に提供しながら、医療費の適正化を

総合的に推進していくことが求められます。 

＜本県の医療費の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢階級別医療費の状況 

・栃木県国民健康保険団体連合会が、令和４(2022)年６月審査分として取り扱った県内全市町

の国民健康保険及び後期高齢者医療のレセプト（医科・歯科）では、年齢が高くなるにつれて、

糖尿病や脳血管疾患、高血圧性疾患や虚血性心疾患の医療費が増え始めるなど、医療費に占め

る生活習慣病の割合が高く、後期高齢者では特に骨折の割合が高くなっています。 

・疾病の発症や重症化は、県民のＱＯＬ※2 を低下させ、医療費の増加を引き起こします。 

＜栃木県市町国保及び後期高齢者医療における年齢階級別入院・入院外医療費＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2 Quality of life（クオリティオブライフ）の略。「生活の質」「生命の質」などと訳される。人の生きがいや価値観、主観的な満足度

からその人の人生の中身や質を捉えようとする立場、見方。 

［国民健康保険分］ ［後期高齢者医療分］ 

【資料：栃木県国民健康保険団体連合会「令和 4年度国民健康保険疾病分類統計表・令和 4 年 6月審査分」及び 

栃木県後期高齢者医療広域連合「令和 4 年度後期高齢者医療疾病分類統計表・令和 4 年 6月審査分」に基づき栃木県作成】 

【資料：厚生労働省「国民医療費」、厚生労働省「医療費適正化計画推計ツール」により栃木県作成 

厚生労働省「概算医療費（医療機関メディアス）」「患者調査」等により厚生労働省作成 
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１．数値目標と施策目標 

（１）県民の健康の保持・増進 

項   目 
数値目標 

（令和 11(2029)年度） 
ベースライン 

特定健康診査実施率 70％以上 
56.5％ 

（令和３(2021)年度） 

特定保健指導実施率 45％以上 
27.8％ 

（令和３(2021)年度） 

特定保健指導対象者の割合の減少率 

（平成 20(2008)年度比） 
25％以上 

10.3％ 

（令和３(2021)年度） 

がん検診受診率 

５がんすべて 60％以上 

胃・大腸・肺・ 

乳・子宮頸がん 

・胃がん   39.5％ 

・大腸がん  45.7％ 

・肺がん   52.4％ 

・乳がん   49.9％ 

・子宮頸がん 43.1％ 

（令和４(2022)年度） 

かかりつけ医と連携した糖尿病重症化

予防に取り組む保険者数 
保険者の８割以上 

30 保険者※3 

（令和３(2021)年度） 

歯科健診を受診する人の増加 65％以上（暫定） 
49.9％ 

（平成 28(2016)年度） 
 

項   目 施策目標（令和 11(2029)年度） 

喫煙対策の推進 
喫煙率の減少や望まない受動喫煙のない社会の

実現に向けた様々な喫煙対策に取り組みます 

高齢者の健康づくりの推進 
虚弱や要介護状態を予防するための健康づくり

や介護予防に取り組みます 

高齢者の心身機能の低下等に起因した

疾病予防・介護予防の推進 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を 

推進します 

予防接種の接種率の向上に向けた取組

の推進 

予防接種の接種率向上に向けた効果的な普及啓

発に取り組みます 

食生活の改善や運動習慣の定着の推進 
健康長寿とちぎづくり県民運動等により、食生活

の改善や運動習慣の定着の促進に取り組みます 

（２）医療の効率的な提供の推進 

項   目 
数値目標 

（令和 11(2029)年度） 
ベースライン 

後発医薬品の使用割合 

(数量ベース) 
80％以上 

85.9％ 

（令和４(2022)年度） 

バイオ後続品の使用割合 

(数量ベース) 

バイオ後続品に 80％以上置き換わっ

た成分数が全体の成分数の 60％以上 

25％(16 品目中 4 品目) 

（令和３(2021)年度） 

 
※3 令和３（2021）年度の栃木県保険者協議会の構成保険者数は 42 である。 

計画期間における目標と医療費の見込み 第３章 
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項   目 施策目標（令和 11(2029)年度） 

地域医療構想の推進 
病床機能の分化及び連携、地域における医療・介

護の体制整備を推進します 

医薬品の適正使用の推進 
医薬品の適正使用について、患者や医療従事者に

対する普及啓発、保険者による取組を推進します 

医療資源の効果的・効率的な活用 
医療資源の効果的・効率的な活用について、県民

や医療関係者に対する普及啓発に取り組みます 

医療・介護の連携を通じた効果的・効率

的なサービスの提供の推進 

医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサー

ビスの提供の推進に取り組みます 

２．計画期間における医療費の見込み 

本計画では、県民の健康の保持・増進や医療の効率的な提供の推進に関する目標を掲げ、目標

達成に向けた施策を推進することにより、医療費の伸びが抑えられるものと考えています。 

（１）本県の医療費の見込み 

・令和 11(2029)年度における本県の医療費の見込みは、本計画に掲げる取組により目標を達

成した場合には 7,373 億 2 千万円、医療費適正化に関連する取組について現状を維持した場

合（自然体）には 7,436 億６千万円と推計され、63 億４千万円の医療費抑制効果が見込ま

れます。 

＜本県における医療費適正化効果について＞ 

 

【資料：厚生労働省「医療費適正化計画推計ツール」により栃木県作成】 

（２）医療保険の制度区分別の医療費及び一人当たり保険料の見込み 

・令和 11(2029)年度の医療保険における制度区分別の医療費の見込みについて、本計画に掲

げる取組により目標を達成した場合、市町国保は 1,474 億円、後期高齢者医療は 3,423 億

円、被用者保険等は 2,234 億円と算出されます。また、一人当たり保険料の見込みについて、

市町国保は 6,018 円、後期高齢者医療は 7,255 円と算出されます。 

2,446 2,508 2,508 2,571 2,571 2,632 2,632 2,693 2,693 2,757 2,757 2,821 2,821 

4,142 
4,226 4,168 

4,311 4,251 
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4,615 4,552 
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6,734 6,676 
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後
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後

適正化

前
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後

適正化

前
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後

令和5

(2023)

令和6
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令和9

(2027)
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（億円）

①
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7,436.6

7,373.2
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7,400
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後

効果額

63.4億円
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１．県及び関係者の役割 

（１）県の役割の強化 

   県は、県民の健康の保持・増進や良質な保険医療を提供する体制の確保、高齢者の予防  

（介護予防）に向けて、地域の予防・健康、医療、介護の施策を推進します。 

また、国民健康保険の財政運営の責任主体であることから、医療費適正化を図るための取組 

において、保険者や医療関係者等の協力を得ながら、中心的な役割を果たすことが求められて 

います。本計画の目標達成に向けて、保険者の機能強化に向けた支援や施策横断的な取組の 

充実を図り、県民の健康の保持や医療の効率的な提供の推進に取り組みます。  

（２）関係者の役割 

関係者 役   割 

市   町 

住民に身近な保健福祉サービスの実施主体であり、国民健康保険や介護

保険の保険者として、保健事業の効果的な実施や介護予防に向けた取組

等を推進 

保 険 者 
加入者の健康の保持・増進のため、事業者が行う定期健康診断との連携

を図り、データヘルス計画に基づく保健事業を効果的に実施 

医療関係者 

地域保健・医療を推進する役割を認識し、県保健医療計画に定める医療

連携体制構築への協力や地域における医療等の提供に関する支援を行

うほか、患者が後発医薬品を安心して選択できる体制の整備に努め、医

薬品の適正使用に向けた医学薬学的管理等を実施 

事業者・企業等 

労働安全衛生法に定められた定期健康診断等の労働者の健康確保に 

関する措置を実施するとともに、ワーク・ライフ・バランスに配慮した

職場環境を整備 

介護事業者等 

地域医療における課題を共有し、医療機関等との連携を強化することに

より介護サービスの充実を図るなど、地域における医療・介護の体制整

備に協力 

県   民 

「自分の健康は自分でつくる」という意識を持ち、加齢に伴って生じる

心身の変化等を自覚して健康の保持・増進に努め、自らの医療情報を適

切に把握し、かかりつけ医等の判断を仰ぎながら適切な医療を受診 

（３）連携協力 

   計画を着実に推進し、医療費の適正化を実現していくためには、全ての関係者が、それぞれ

の役割を十分に認識し、様々な機会を捉えて積極的に連携・協力を図り、取り組むことが重要

です。 

 

 

 

県及び関係者の役割と目標達成のための取組 第４章 
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２．目標達成に向けた取組 

（１）県民の健康の保持・増進 

項   目 目標達成に向けた取組 

保険者による保健事業

の推進 

・特定健康診査・特定保健指導の効果的な実施 

・データヘルス計画、糖尿病重症化予防プログラム等に基づく 

生活習慣病予防の実施 

・保険者の連携・協力による効果的な保健事業の実施 

市町による健康づくり

や介護予防、予防接種

に関する取組の推進 

・健康教育・相談、訪問指導、各種検診等の健康増進事業や高齢

者の多様なニーズに応じた介護予防事業の実施 

・予防接種法に基づく定期の予防接種の実施 

高齢者の心身機能の 

低下等に起因した疾病

予防・介護予防の推進 

・後期高齢者の保健事業を介護保険の地域支援事業や国民健康

保険の保健事業と一体的に実施 

・低栄養防止や生活習慣病等の重症化予防、フレイル予防の普及

啓発等の実施 

健康長寿とちぎづくり

の推進 

・県民運動を通じ、企業・団体等との連携を強化しながら、効果

的な施策を検討・展開 

（２）医療の効率的な提供の推進 

項   目 目標達成に向けた取組 

病床機能の分化及び連

携並びに地域における

医療・介護の体制整備

の推進 

・病床機能の転換等の医療機能の分化及び連携の推進 

・地域における医療・介護の体制整備 

後発医薬品の安心使用

の促進、バイオ後続品

の普及促進 

・患者や医療従事者が安心して後発医薬品やバイオ後続品を 

選択することができる環境整備 

・保険者による加入者への後発医薬品の差額通知等の取組 

医薬品の適正使用の 

推進 

・医療関係者による患者の服薬情報の一元的・継続的な把握や 

在宅での対応を含む医学薬学的管理・指導等の実施 

・保険者による加入者の適正受診・適正服薬を促す取組 

医療資源の効果的・効

率的な活用 

・抗菌薬の適正使用、白内障手術及び化学療法の外来での実施に

ついて、適正化効果に関する情報収集や県民・医療従事者への

普及啓発の実施 

・リフィル処方箋の活用について、県民や医療関係者への周知啓

発の実施 

医療・介護の連携を通

じた効果的・効率的な

サービスの提供の推進 

・在宅医療と介護の切れ目のない提供体制の構築 

・医療・介護の専門職に対する研修事業等の実施 
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１．計画の達成状況の評価 

県は、計画の着実な実施に向けて、医療費のデータや市町及び保険者における医療費適正化に 

関連する取組状況を把握し、ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の進捗状況の管理・評価を行います。 

計画の初年度と最終年度を除く毎年度、目標の進捗状況を管理し、その結果を公表するとともに

必要に応じて目標を達成するために取り組むべき施策等の内容について見直しを行い、次年度の

取組に反映します。 

また、４期計画の最終年度である令和 11（2029）年度に、目標等の達成状況調査及び経年的な

要因分析を行い、その評価結果を栃木県医療費適正化計画（５期計画）の策定に活用します。 

さらに、４期計画の最終期間の翌年度である令和 12（2030）年度には、最終的な実績評価を   

行い、その結果を公表します。 

＜計画の進捗管理等の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の周知 

  県は、関係者が相互理解の下、本計画に基づく医療費適正化に向けた施策・取組を展開できるよ

う計画を周知するとともに、様々な機会を通じて県民の理解促進に努めます。 

 

３．計画の推進体制 

  医療費適正化計画に掲げた取組には、庁内関係各課を横断する課題が多いことから、関係各課

が十分に情報の共有化を図るとともに、「栃木県保健医療計画」や「栃木県健康増進計画」、「栃木

県高齢者支援計画」、「栃木県国民健康保険運営方針」等との調和を保ちながら、計画を推進しま

す。 

 

 

 

 

計画の推進 第５章 

年度
令和６
（2024）

令和７
（2025）

令和８
（2026）

令和９
（2027）

令和10
（2028）

令和11
（2029）

令和12
（2030）

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

３期計画
実績評価
公表・報告

４ 期 計 画 期 間

目標の進捗管理及び公表（毎年度）

５期計画
の策定

５期計画
の実施

４期計画
暫定的な評価
公表・報告

４期計画
実績評価
公表・報告


